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移動式クレーン運転士安全衛生教育講習のご案内

　　　労働安全衛生法第６０条の２に定めるところにより事業者は、移動式クレーンの運転など危険な業務に従事させる労働者には、免許取得後一定の期間毎に安全衛生教育を実施することが義務づけられています。一方、厚生労働省通達により移動式クレーン運転士に対する上記の教育については、（一社）日本クレーン協会が全国的に関係事業者に代わって免許取得後５年経過した運転士及び前回受講後５年以上経過している運転士を対象に、本教育講習を実施するように指定されており、当支部では下記の通り計画しております。この機会に必ず受講されますようご案内申し上げます。

　　　　

記

１．講習会日時　　　　令和８年９月１９日（土）午前９：００　～　午後４：３０

２．場　所　　　　　  （一社）日本クレーン協会　和歌山支部　
　　　　　　　　　　　和歌山市畑屋敷中ノ丁５和綿ビル２F（電話０７３－４３１－８０２７）

３．講習科目及び時間

　　　　　　　　　　（１）最近の移動式クレーンと安全装置（含む関係法令）　　２．０時間

　　　　　　　　　　（２）移動式クレーンの取扱いと保守管理　　　　　　　　　２．５時間

　　　　　　　　　　（３）災害事例及び関係法令　　　　　　　　　　　　　  　１．５時間

４．受講料等

（１）会　員　　１５，４００円／人（テキスト費・消費税込）
　　　　（２）非会員　　１８，５００円／人（テキスト費・消費税込）
　　５．受講申込方法
　　　　　受講申込書に必要事項を記入し写真を貼付け受講料を添えて下記へお申し込み下さい。
　　　　　　（申込書は、ホームページからダウンロードできます。）
　　　　　　一般社団法人　日本クレーン協会和歌山支部　

〒６４０－８３９５和歌山市畑屋敷中の丁５和綿ビル４階

電話０７３－４３１－８０２７　ＦＡＸ　０７３－４２７－６４６７　
（受講料振込先）紀陽銀行東和歌山支店（普通預金１４５７５８７）

　　　　　　　  口座名　シャ）ニホンクレーンキョウカイワカヤマシブ

　　　　　　（受講料振込確認後「受講票」をお送りします）
　　６．申込み締め切り

　　　　　　　　　（１）定員　　５０名になり次第締め切ります。

　　　　　　　　　（２）期日　　令和８年９月１１日（金）

　

　　７．その他　 （１）携行品：筆記具、印鑑（修了証受領用　認印で可）
　　　　　　　　　　　　　　　＊テキスト、教材は当日に配布します。

　　　　　　　 　（２）受講者には「日本クレーン協会」の修了証を交付します。

　　　　　　　　 （３）受講者の取消し変更は、休日除く講習の５日前までとします。

なお、その後の取消し及び欠席については受講料の返金はできません。
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　　　〒６４０－８３９５　和歌山市畑屋敷中ノ丁５　
和綿ビル２F　講習会場
　＊和綿ビルの駐車場は利用できません。
 ＊車でご来場の方は、周辺のコインパーキング
　　（６時~１８時最大２００円多数有り）をご利用ください
（一社）日本クレーン協会和歌山支部
TEL073-431-8027
